
 

学校教育法施行細則に規定する別に定める様式を定める要綱（平成 20年 12月９日付け総務第 831号 岩

手県総務部総務室法務私学担当課長通知） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、学校教育法施行細則（昭和41年岩手県規則第70号。以下「細則」という。）に規定する別

に定める様式を定めるものとする。 

 （様式） 

第２条 細則の規定により別に定める様式は、次の表のとおりとする。 

番号 様式の種類 様 式 関係条項 

１ 学校設置認可申請書 様式第１号 第２条 

２ 施設調書 様式第２号 第２条第３号 

３ 学級編制表 様式第３号 第２条第５号 

４ 校具、教具等の明細書 様式第４号 第２条第６号 

５ 教職員組織調書 様式第５号 第２条第７号 

６ 高等学校の課程の設置認可申請書 様式第６号 第３条 

７ 高等学校の学科の設置認可申請書 様式第７号 第３条 

８ 専修学校の課程の設置認可申請書 様式第８号 第３条の２ 

９ 特別支援学校高等部通信教育開設認可申請書 様式第９号 第３条の３ 

10 
特別支援学校小学部（幼稚部、中学部、高等部）

設置認可申請書 
様式第 10号 第３条の４ 

11 学校の収容定員に係る学則変更認可申請書 様式第 11号 第３条の５ 

12 
高等学校の広域通信制課程に係る学則変更認可

申請書 
様式第 12号 第３条の６ 

13 
高等学校の広域通信制課程の通信教育連携協力

施設の定員に係る学則変更認可申請書 

様式第 12号の

２ 
第３条の６ 

14 学校設置者変更認可申請書 様式第 13号 第４条 

15 専修学校の目的の変更認可申請書 様式第 14号 第４条の２ 

16 学校廃止認可申請書 様式第 15号 第５条 

17 高等学校の課程の廃止認可申請書 様式第 16号 第６条 



18 高等学校の学科の廃止認可申請書 様式第 17号 第６条 

19 専修学校の課程の廃止認可申請書 様式第 18号 第６条の２ 

20 特別支援学校高等部通信教育廃止認可申請書 様式第 19号 第６条の３ 

21 
特別支援学校小学部（幼稚部、中学部、高等部）

廃止認可申請書 
様式第 20号 第６条の４ 

22 校長採用届 様式第 21号 第７条 

23 学校の目的等変更届 様式第 22号 第９条、第９条の３ 

24 専修学校の名称等変更届 様式第 23号 第９条の２ 

25 校地校舎等の取得及び変更等届 様式第 24号 第10条 

26 分校設置届 様式第 25号 第10条の２ 

27 分校廃止届 様式第 26号 第10条の３ 

28 高等学校等の専攻科等設置届 様式第 27号 第13条 

29 専修学校の専攻科設置届 様式第 28号 第13条 

30 専修学校の学科の設置に係る学則変更届 様式第 29号 第13条の２ 

31 高等学校等の専攻科等廃止届 様式第 30号 第14条 

32 専修学校の専攻科廃止届 様式第 31号 第14条 

33 専修学校の学科の廃止に係る学則変更届 様式第 32号 第14条の２ 

34 通信教育に関する規程変更届 様式第 33号 第15条 

附 則 

１ この要綱は、学校教育法施行細則の一部を改正する規則（平成20年岩手県規則第89号）の施行の日から施

行する。 

２ この要綱に定める様式は、この要綱の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出し

た申請書等については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年12月１日から施行する。 

２ この要綱に定める様式は、この要綱の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出し

た申請書等については、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


